
JP 5085800 B1 2012.11.28

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ボルト又はナットを使用した結合部の接合面から突出した部分を被覆するボルトナット
キャップにおいて、
　前記ボルト又はナットの外表面の少なくとも一部を被覆可能な第一樹脂層と、該第一樹
脂層を被覆するとともに前記ボルト又はナットの外表面の全体を被覆可能な第二樹脂層と
、を有し、
　前記第一樹脂層と前記第二樹脂層との間に、前記第一樹脂層に対して前記第二樹脂層を
相対移動可能に保持する分離層を有し、
　前記第一樹脂層は、前記第二樹脂層と異なる色彩を有する、
ことを特徴とするボルトナットキャップ。
【請求項２】
　前記分離層は、空気層又は潤滑剤により構成される油膜層である、ことを特徴とする請
求項１に記載のボルトナットキャップ。
【請求項３】
　ボルト又はナットを使用した結合部の接合面から突出した部分を被覆するボルトナット
キャップにおいて、
　前記ボルト又はナットの外表面の少なくとも一部を被覆可能な第一樹脂層と、該第一樹
脂層を被覆するとともに前記ボルト又はナットの外表面の全体を被覆可能な第二樹脂層と
、を有し、
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　前記第一樹脂層は、前記第二樹脂層と異なる色彩を有するとともに、
　前記第一樹脂層は、誘目性の高い暖色系の色彩を有し、前記第二樹脂層は、誘目性の低
い寒色系の色彩を有する、
ことを特徴とするボルトナットキャップ。
【請求項４】
　ボルト又はナットを使用した結合部の接合面から突出した部分を被覆するボルトナット
キャップにおいて、
　前記ボルト又はナットの外表面の少なくとも一部を被覆可能な第一樹脂層と、該第一樹
脂層を被覆するとともに前記ボルト又はナットの外表面の全体を被覆可能な第二樹脂層と
、を有し、
　前記第一樹脂層は、前記第二樹脂層と異なる色彩を有するとともに、
　前記第一樹脂層を被覆する前記第二樹脂層は、前記第一樹脂層を被覆しない前記第二樹
脂層よりも薄く形成されている、
ことを特徴とするボルトナットキャップ。
【請求項５】
　前記第一樹脂層は、前記ボルトの頭部、前記ナットの肩部又は前記ナットから突出した
前記ボルトのネジ部を被覆可能な範囲に形成されている、ことを特徴とする請求項１～請
求項４のいずれかに記載のボルトナットキャップ。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ボルト又はナットの接合面からの突出部を被覆するボルトナットキャップに
関し、特に、劣化状況を識別しやすいボルトナットキャップに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から種々の構造物においてボルト及びナットを使用した締結方法が採用されている
。このボルトナット結合を使用した場合、ボルトの頭部及びナットは、一般に、接合面か
ら突出した状態になることから風雨に曝されやすく、かつ、ボルト及びナットの結合部は
複雑な構造をなしていることから浸入した雨水が抜けにくく、錆が発生しやすいという問
題があった。また、鋼構造物の場合では、表面に防錆塗装を施すことが多いが、ボルト及
びナットの表面は複雑な形状をなしていることから、塗装しにくく一定の塗膜厚を確保し
にくいという問題もあった。そこで、ボルト及びナットの防錆対策として、ボルト及びナ
ットの結合部に樹脂製のキャップ（ボルトナットキャップ）を被せる手法が既に実用化さ
れている。
【０００３】
　例えば、特許文献１に記載されたボルトナットキャップは、ボルト及びナットに対して
一定の間隔をもって覆うことができる形状を有する難燃性の透明体又は半透明体からなり
、その上部及び側部に防食剤注入用の小孔及び空気排出用の小孔を形成したものである。
また、特許文献２に記載されたボルトナットキャップは、ボルトナットキャップの落下を
防止することを一つの目的として、キャップ本体をボルトナットの配置に応じて複数個連
結したものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平２－１３８４８８号公報
【特許文献２】特開２００２－２２７８１９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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　上述したボルトナットキャップは、風雨に曝されることから、耐食性や耐候性に優れた
素材を使用したとしても、紫外線や熱影響に由来する膨張及び収縮により経年劣化するこ
とが知られている。ボルトナットキャップは、一般に、塩化ビニル等の樹脂により製作さ
れるところ、経年劣化により、亀裂やひび割れが生じたり、キャップが浮き上がったりし
てしまい、そのまま放置した場合にはボルトナットキャップの防錆効果が低減してしまう
こととなる。そこで、定期点検等により足場を組んでボルトナットキャップの劣化状況を
確認することにより取替時期を判断することが一般的に行われている。しかしながら、例
えば、橋梁等の大型構造物では、足場を組む作業に相当な時間と労力を割かなければなら
ない。
【０００６】
　また、特許文献１に記載されたボルトナットキャップでは、キャップ本体が透明又は半
透明に構成されていることから、被覆されているボルト及びナットの防錆状況や防食剤の
状態は外部から確認できるものの、ボルトナットキャップの亀裂やひび等の劣化状況を把
握し難いという問題がある。
【０００７】
　また、特許文献２に記載されたボルトナットキャップでは、経年劣化によるボルトナッ
トキャップの脱落は防止できるものの、通常のボルトナットキャップと同様に、ボルトナ
ットキャップの脱落が生じる前に劣化状況を把握することは困難であるという問題がある
。
【０００８】
　本発明は、上述の課題に鑑み創案された発明であり、ボルトナットキャップの劣化状況
を外部から容易に把握することができる、ボルトナットキャップを提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明によれば、ボルト又はナットを使用した結合部の接合面から突出した部分を被覆
するボルトナットキャップにおいて、前記ボルト又はナットの外表面の少なくとも一部を
被覆可能な第一樹脂層と、該第一樹脂層を被覆するとともに前記ボルト又はナットの外表
面の全体を被覆可能な第二樹脂層と、を有し、前記第一樹脂層と前記第二樹脂層との間に
、前記第一樹脂層に対して前記第二樹脂層を相対移動可能に保持する分離層を有し、前記
第一樹脂層は、前記第二樹脂層と異なる色彩を有する、ことを特徴とするボルトナットキ
ャップが提供される。ここで、前記分離層は、空気層又は潤滑剤により構成される油膜層
であってもよい。
 
【００１０】
　また、本発明によれば、ボルト又はナットを使用した結合部の接合面から突出した部分
を被覆するボルトナットキャップにおいて、前記ボルト又はナットの外表面の少なくとも
一部を被覆可能な第一樹脂層と、該第一樹脂層を被覆するとともに前記ボルト又はナット
の外表面の全体を被覆可能な第二樹脂層と、を有し、前記第一樹脂層は、前記第二樹脂層
と異なる色彩を有するとともに、前記第一樹脂層は、誘目性の高い暖色系の色彩を有し、
前記第二樹脂層は、誘目性の低い寒色系の色彩を有する、ことを特徴とするボルトナット
キャップが提供される。
 
【００１１】
　また、本発明によれば、ボルト又はナットを使用した結合部の接合面から突出した部分
を被覆するボルトナットキャップにおいて、前記ボルト又はナットの外表面の少なくとも
一部を被覆可能な第一樹脂層と、該第一樹脂層を被覆するとともに前記ボルト又はナット
の外表面の全体を被覆可能な第二樹脂層と、を有し、前記第一樹脂層は、前記第二樹脂層
と異なる色彩を有するとともに、前記第一樹脂層を被覆する前記第二樹脂層は、前記第一
樹脂層を被覆しない前記第二樹脂層よりも薄く形成されている、ことを特徴とするボルト
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ナットキャップが提供される。
 
【００１２】
　また、上述したボルトナットキャップにおいて、前記第一樹脂層は、前記ボルトの頭部
、前記ナットの肩部又は前記ナットから突出した前記ボルトのネジ部を被覆可能な範囲に
形成されていてもよい。
 
【発明の効果】
【００１３】
　上述した本発明に係るボルトナットキャップによれば、ボルトナットキャップを第一樹
脂層（内側）と第二樹脂層（外側）の二層構造とし、第一樹脂層を第二樹脂層と異なる色
彩に構成したことにより、外側の第二樹脂層に亀裂やひびが生じた場合には、内側の第一
樹脂層が視認可能な状態となり、外部から容易にボルトナットキャップの劣化状況を把握
することができる。
【００１４】
　したがって、ボルトナットキャップが取り付けられた構造物から離隔した位置からでも
ボルトナットキャップの劣化状況を把握することができ、構造物の近傍に足場を組む必要
がなくなるか、足場の分量を低減することができ、定期点検に要する時間と労力を低減す
ることができる。
【００１５】
　また、第一樹脂層と第二樹脂層との間に分離層を形成することにより、第一樹脂層に対
して第二樹脂層を相対移動させることができ、第二樹脂層に亀裂やひびが生じた場合に、
第一樹脂層を露見しやすくすることができる。
【００１６】
　また、第一樹脂層を第二樹脂層の色彩に対して誘目性の高い色彩を付与することにより
、亀裂やひびの隙間から露見した第一樹脂層を把握しやすくすることができる。
 
【００１７】
　また、第一樹脂層をボルトナット結合部の所定の範囲を被覆するように形成することに
より、劣化しやすいボルトナットキャップの頭部や角部の劣化状況を容易に把握すること
ができる。
【００１８】
　また、第一樹脂層を被覆する第二樹脂層を他の部分よりも薄く形成することにより、第
一樹脂層を被覆する第二樹脂層を他の部分よりも早い時期に劣化させることができ、他の
部分の劣化が生じる前にボルトナットキャップの取替時期を判断することができ、ボルト
ナットキャップの防錆効果を効果的に維持することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の第一実施形態に係るボルトナットキャップを示す図であり、（ａ）はボ
ルトナットキャップの断面図、（ｂ）は取り付け状態の断面図、（ｃ）は劣化した状態の
断面図、を示している。
【図２】図１に示したボルトナットキャップの製造工程の一部を示す図であり、（ａ）は
第一樹脂層形成工程、（ｂ）は分離層形成工程、（ｃ）は第二樹脂層形成工程、を示して
いる。
【図３】本発明の第二実施形態に係るボルトナットキャップを示す図であり、（ａ）はボ
ルトナットキャップの断面図、（ｂ）は取り付け状態の断面図、（ｃ）は劣化した状態の
断面図、を示している。
【図４】本発明の第三実施形態に係るボルトナットキャップを示す図であり、（ａ）はボ
ルトナットキャップの断面図、（ｂ）は取り付け状態の断面図、（ｃ）は劣化した状態の
断面図、を示している。
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【図５】本発明の他の実施形態に係るボルトナットキャップを示す断面図であり、（ａ）
は第四実施形態、（ｂ）は第五実施形態、（ｃ）は第六実施形態、（ｄ）は第七実施形態
、（ｅ）は第八実施形態、（ｆ）は第九実施形態、を示している。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明の実施形態について図１～図５を用いて説明する。ここで、図１は、本発
明の第一実施形態に係るボルトナットキャップを示す図であり、（ａ）はボルトナットキ
ャップの断面図、（ｂ）は取り付け状態の断面図、（ｃ）は劣化した状態の断面図、を示
している。
【００２１】
　本発明の第一実施形態に係るボルトナットキャップ１は、図１（ａ）及び（ｂ）に示し
たように、ボルト２及びナット３を使用した結合部の接合面４から突出した部分を被覆す
る封止部材であって、ボルト２及びナット３の外表面の一部を被覆可能な第一樹脂層５と
、第一樹脂層５を被覆するとともにボルト２及びナット３の外表面の全体を被覆可能な第
二樹脂層６と、を有し、第一樹脂層５は、第二樹脂層６と異なる色彩を有することを特徴
とし、さらに、第一樹脂層５と第二樹脂層６との間に、第一樹脂層５に対して第二樹脂層
６を相対移動可能に保持する分離層７を有している。
【００２２】
　図１（ａ）及び（ｂ）に示したボルトナットキャップ１は、凹部１１を構成する本体部
１２と、本体部１２の開口側の端部から径方向に延出された鍔部１３と、を有している。
本体部１２は、例えば、ナット３から突出したボルト２のネジ部を被覆する頭部１２ａと
、ナット３の側面部を被覆する胴部１２ｂと、ナット３と接合面４との間に配置された座
金Ｗを被覆するスカート部１２ｃと、を有する。また、本体部１２の各部は、その内側に
形成された凹部１１の形状、すなわち、挿入される部品（ボルト２のネジ部、ナット３、
座金Ｗ）の形状に対応した形状を有しており、例えば、頭部１２ａ及びスカート部１２ｃ
は円形状の外形を有しており、胴部１２ｂは六角形状の外形を有している。
【００２３】
　なお、本体部１２の形状は、ボルトナットキャップ１を取り付ける結合部の構成によっ
て適宜変更されるものであって、例えば、ボルト２の頭部を覆う場合には頭部１２ａを省
略した形状であってもよいし、ナット３から突出するボルト２のネジ部の長さに応じて頭
部１２ａの高さが異なる形状であってもよいし、ナット３の厚さに応じて胴部１２ｂの高
さが異なる形状であってもよいし、ボルト２やナット３の径に応じて本体部１２の径が縮
小又は拡大された形状であってもよい。
【００２４】
　第一樹脂層５は、ボルトナットキャップ１の内側に形成される樹脂層（樹脂膜）であり
、劣化前の健全なボルトナットキャップ１では、外部から把握できないように構成されて
いる。第一樹脂層５は、図示したように、ナット３から突出したボルト２のネジ部を被覆
する頭部１２ａの内側からナット３の側面部を被覆する胴部１２ｂの中間部までの範囲に
渡って形成される。すなわち、第一樹脂層５は、ナット３の肩部３ｓ及びナット３から突
出したボルト２のネジ部を被覆可能な範囲に形成されている。ボルトナットキャップ１は
、一般に、頭部１２ａ及び胴部１２ｂの角部（ナット３の肩部３ｓを被覆する部分）で劣
化を生じやすいことから、この範囲に第一樹脂層５を形成すると効果的である。
【００２５】
　また、第一樹脂層５は、第二樹脂層６の色彩に対して視認性の高い色彩を有しているこ
とが好ましい。ここで、「視認性」とは、遠くから眺めた場合に視認対象物がはっきり見
えるか否かという色の特性を意味し、視認性の良否は、背景色と視認対象物との明度差・
彩度差・色相差の順に大きく影響する。本実施形態は、第二樹脂層６に亀裂やひびが生じ
た場合に、遠方からでも第一樹脂層５を視認できるようにすることを目的としていること
から、背景色は第二樹脂層６の色彩であり、視認対象物は第一樹脂層５の色彩である。し
たがって、第一樹脂層５の色彩には、第二樹脂層６の色彩に対して、明度差の大きいもの
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、彩度差の大きいもの又は色相差の大きいものが採用される。
【００２６】
　また、第一樹脂層５は、誘目性の高い暖色系の色彩を有し、第二樹脂層６は、誘目性の
低い寒色系の色彩を有していてもよい。「誘目性」とは、色が人の注意を引き付ける度合
いを意味し、一般に、赤色・橙色・黄色等の暖色系の色彩は誘目性が高く、緑色・青色・
紫色等の寒色系の色彩は誘目性が低い。そこで、第一樹脂層５には、第二樹脂層６よりも
誘目性の高い色彩を採用することが好ましい。かかる構成により、第二樹脂層６に生じた
僅かな亀裂やひびの隙間からでも露見した第一樹脂層５を視認しやすくすることができる
。
【００２７】
　第二樹脂層６は、第一樹脂層５を被覆するとともに、ボルトナットキャップ１の形状を
構成する樹脂層（樹脂膜）である。すなわち、第二樹脂層６により形成されるボルトナッ
トキャップ１の内側に部分的に第一樹脂層５が形成されていることになる。ボルトナット
キャップ１は、一般に、製法上、略均一の厚さに形成されることから、内側に第一樹脂層
５が形成されている部分の第二樹脂層６の厚さｔは、内側に第一樹脂層５が形成されてい
ない部分の第二樹脂層６の厚さｔ′よりも薄く形成される。
【００２８】
　このように、第一樹脂層５を被覆する第二樹脂層６を、第一樹脂層５を被覆しない第二
樹脂層６よりも薄く形成することにより、第二樹脂層６の厚さｔを有する部分を、厚さｔ
′を有する部分よりも早い時期に劣化させることができ、厚さｔ′を有する部分の劣化が
生じる前にボルトナットキャップ１の取替時期を判断することができ、ボルトナットキャ
ップ１の防錆効果を効果的に維持することができる。
【００２９】
　分離層７は、劣化した第二樹脂層６が収縮する際に、第一樹脂層５に対して相対移動し
やすくするように形成された油膜層である。具体的には、分離層７は、潤滑剤により構成
される。潤滑剤は、ボルトナットキャップ１の製造時に第一樹脂層５の表面に塗布可能な
ものであって、第一樹脂層５及び第二樹脂層６に接着しないものであれば、グリース等の
潤滑剤であってもよいし、シリコン等の離型剤であってもよい。
【００３０】
　特に、シリコン離型剤は、耐熱性に優れ、化学的に不活性であることからボルトナット
キャップ１を腐食させるおそれがなく、ぬれ性に優れていることから均一に塗膜すること
ができる等の利点を有しており、分離層７を形成する素材として最適である。また、シリ
コン離型剤には、エマルジョン型、オイル型、溶液型、スプレー型等の種々のタイプのも
のが存在しており、分離層７に求められる性能や製法に応じて適宜選択して使用すること
ができる。
【００３１】
　分離層７は、第一樹脂層５の全面に形成するようにしてもよいが、その場合、第一樹脂
層５と第二樹脂層６とが接着していない状態になってしまうことから、第一樹脂層５が運
搬時等に第二樹脂層５から脱落する可能性がある。そこで、第一樹脂層５の縁部５ｅにお
ける一定の範囲には分離層７を形成しないようにしてもよい。すなわち、第一樹脂層５は
、分離層７が形成されていない縁部５ｅによって第二樹脂層６に接着され、一体品のボル
トナットキャップ１として製造される。
【００３２】
　ここで、上述したボルトナットキャップ１の製造工程について説明する。図２は、図１
に示したボルトナットキャップの製造工程の一部を示す図であり、（ａ）は第一樹脂層形
成工程、（ｂ）は分離層形成工程、（ｃ）は第二樹脂層形成工程、を示している。
【００３３】
　一般に、凹部１１を有するボルトナットキャップ１は、金型表面に塩化ビニルやエポキ
シ樹脂等の樹脂材のゾルを付着させて成形するディップモールディング製法やディップコ
ーティング製法等により製造される。例えば、ディップモールディング製法では、金型の
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予熱、ディッピング（浸漬）、アフターキュア（熱硬化）、冷却、離型の工程によって、
ボルトナットキャップ１が製造される。
 
【００３４】
　図２（ａ）に示したように、第一樹脂層形成工程では、乾燥炉で予熱した金型８を、第
一樹脂層５を構成する樹脂（塩化ビニルやエポキシ樹脂等）の溶融池５ｐにディッピング
（浸漬）した後、乾燥炉でアフターキュア（熱硬化）させることにより、金型８の表面に
第一樹脂層５を形成する。金型８は、第一樹脂層５を形成したい部分まで溶融池５ｐにデ
ィッピング（浸漬）される。第一樹脂層５の膜厚は、金型８の温度と浸漬時間によって管
理することができる。なお、金型８の予熱前に金型８の表面に離型剤を塗布して、製造後
のボルトナットキャップ１を金型８から取り外しやすくするようにしてもよい。
【００３５】
　図２（ｂ）に示したように、分離層形成工程では、第一樹脂層５を有する金型８を、分
離層７を構成する潤滑剤（例えば、シリコン等の離型剤）の溶融池７ｐにディッピング（
浸漬）した後、乾燥又は自然冷却させることにより、第一樹脂層５の表面に分離層７を形
成する。金型８は、分離層７を形成したい部分まで溶融池７ｐにディッピング（浸漬）さ
れる。このとき、金型８は、第一樹脂層５の全体、すなわち、第一樹脂層５の縁部５ｅが
溶融池７ｐにディッピング（浸漬）されないように管理される。分離層７の膜厚は、金型
８の温度と浸漬時間によって管理することができる。なお、金型８のディッピング（浸漬
）前に金型８を予熱するようにしてもよい。また、分離層７は、ディッピング（浸漬）に
替えて、刷毛やスプレーで第一樹脂層５の表面に塗布して形成するようにしてもよい。
【００３６】
　図２（ｃ）に示したように、第二樹脂層形成工程では、第一樹脂層５及び分離層７を有
する金型８を、第二樹脂層６を構成する樹脂（塩化ビニルやエポキシ樹脂等）の溶融池６
ｐにディッピング（浸漬）した後、乾燥炉でアフターキュア（熱硬化）させることにより
、金型８の表面に第二樹脂層６を形成する。第二樹脂層６は、ボルトナットキャップ１の
形状を構成する素材であることから、金型８の全体が溶融池７ｐにディッピング（浸漬）
される。第二樹脂層６の膜厚は、金型８の温度と浸漬時間によって管理することができる
。なお、金型８のディッピング（浸漬）前に、金型８を予熱するようにしてもよい。
【００３７】
　その後、空冷又は水冷によって、第一樹脂層５、分離層７及び第二樹脂層６を有する金
型８を冷却し、エアーガン等によって圧縮空気を金型８に吹き付けて第一樹脂層５、分離
層７及び第二樹脂層６により構成された樹脂成型品を金型８から離型させることによって
、ボルトナットキャップ１が得られる。
【００３８】
　かかる工程により製造されたボルトナットキャップ１は、凹部１１の内部に所定量の接
着剤を充填した後、ボルト２及びナット３の結合部に被覆される。このとき、第一樹脂層
５は、第二樹脂層６と色彩が異なっていることから、ボルトナットキャップ１の内側（凹
部１１内）を覗いた際に、第一樹脂層５の位置を容易に把握することができる。そこで、
第一樹脂層５の形成範囲を接着剤の充填量と一致させることにより、第一樹脂層５を接着
剤の充填する際の目印として利用することもできる。
【００３９】
　図１（ｂ）に示したように、接着剤が充填されたボルトナットキャップ１は、取り付け
箇所におけるボルト２及びナット３に被せられて接合面４に押し付けられることにより、
凹部１１内で接着剤が延展し、ボルトナットキャップ１とボルト２及びナット３との隙間
に接着剤が充填されるとともに、鍔部１３と接合面４との間に接着剤が充填される。
【００４０】
　そして、図１（ｃ）に示したように、ボルトナットキャップ１が経年劣化して、第一樹
脂層５を被覆する第二樹脂層６に亀裂６ｃが生じたものとする。この亀裂６ｃは、第二樹
脂層６の収縮によって生じるものであるところ、第一樹脂層５と第二樹脂層６との間には
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分離層７が形成されていることから、第二樹脂層６は第一樹脂層５に対して相対移動する
ことができ、自然に収縮することができる。その結果、第一樹脂層５は、亀裂６ｃから視
認可能な状態となる。なお、分離層７は、１ｍｍ以下（例えば、数μｍ～数十μｍ程度）
の膜厚を有する薄い無色の油膜層であることから、第一樹脂層５の視認性に与える影響は
少ない。
【００４１】
　上述したように、第一樹脂層５は、第二樹脂層６と異なる色彩を有し、好ましくは、第
二樹脂層６よりも視認性の高い色彩を有し、さらに好ましくは誘目性の高い色彩を有する
ことから、第二樹脂層６に僅かな亀裂６ｃやひびが生じた場合であっても容易に外部から
視認することができ、ボルトナットキャップ１の劣化状況を容易に把握することができる
。
【００４２】
　したがって、ボルトナットキャップ１が取り付けられた構造物から離隔した位置からで
もボルトナットキャップ１の劣化状況を把握することができ、構造物の近傍に足場を組む
必要がなくなるか、足場の分量を低減することができ、定期点検に要する時間と労力を低
減することができる。
【００４３】
　次に、本発明の第二実施形態に係るボルトナットキャップ１について、図３を参照しつ
つ説明する。ここで、図３は、本発明の第二実施形態に係るボルトナットキャップを示す
図であり、（ａ）はボルトナットキャップの断面図、（ｂ）は取り付け状態の断面図、（
ｃ）は劣化した状態の断面図、を示している。なお、上述した第一実施形態に係るボルト
ナットキャップ１と同じ構成部品については、同じ符号を付して重複した説明を省略する
。
【００４４】
　図３（ａ）に示した第二実施形態に係るボルトナットキャップ１は、第一樹脂層５と第
二樹脂層６との間に分離層７を有しないものである。ボルトナットキャップ１が分離層７
を有していない場合であっても、図３（ｂ）に示したように、ボルトナットキャップ１を
ボルト２及びナット３の結合部に取り付けることができる。かかる実施形態では、第一樹
脂層５と第二樹脂層６とが接着されていることから、ボルトナットキャップ１が劣化した
場合に、第二樹脂層６が収縮し難い。
【００４５】
　したがって、分離層７を有するボルトナットキャップ１と比較して、第二樹脂層６に大
きな亀裂は生じにくいものの、図３（ｃ）に示したように、ひびのような小さな亀裂６ｃ
は十分に生じ得る。第一樹脂層５に達する複数の小さな亀裂６ｃが第二樹脂層６に形成さ
れれば、その下地である第一樹脂層５の色彩を外部から視認することは容易である。
【００４６】
　なお、第二実施形態に係るボルトナットキャップ１は、例えば、金型の予熱、第一樹脂
層５のディッピング（浸漬）、第一樹脂層５のアフターキュア（熱硬化）、第二樹脂層６
のディッピング（浸漬）、第二樹脂層６のアフターキュア（熱硬化）、冷却、離型の工程
を有するディップモールディング製法によって製造される。
 
【００４７】
　次に、本発明の第三実施形態に係るボルトナットキャップ１について、図４を参照しつ
つ説明する。ここで、図４は、本発明の第三実施形態に係るボルトナットキャップを示す
図であり、（ａ）はボルトナットキャップの断面図、（ｂ）は取り付け状態の断面図、（
ｃ）は劣化した状態の断面図、を示している。なお、上述した第一実施形態に係るボルト
ナットキャップ１と同じ構成部品については、同じ符号を付して重複した説明を省略する
。
【００４８】
　図４（ａ）に示した第三実施形態に係るボルトナットキャップ１は、第一樹脂層５と第
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二樹脂層６とを別部品として形成したものである。内側キャップを構成する第一樹脂層５
及び外側キャップを構成する第二樹脂層６は、それぞれ個別に、ディップコーティング製
法によって製造するようにしてもよいし、射出成形によって製造するようにしてもよい。
また、第二樹脂層６の内側には、第一樹脂層５を嵌め込むための窪みを形成するようにし
てもよい。第一樹脂層５は、単に第二樹脂層６内に挿入されるだけであってもよいし、縁
部５ｅを第二樹脂層６に接着、圧着又は溶着するようにしてもよい。
【００４９】
　かかる第三実施形態では、第一樹脂層５と第二樹脂層６とが別部品として形成され、事
後工程により組み合わされて、図４（ｂ）に示したように、ボルト２及びナット３の結合
部に取り付けられる。したがって、第一樹脂層５と第二樹脂層６との間には、一定の隙間
（すなわち、空気層）が形成されており、この空気層は分離層７を構成する。なお、図４
（ｂ）及び（ｃ）では、分離層７である空気層の図を省略してある。
【００５０】
　したがって、図４（ｃ）に示したように、第三実施形態に係るボルトナットキャップ１
によれば、第一実施形態に係るボルトナットキャップ１と同様に、ボルトナットキャップ
１が経年劣化して、第一樹脂層５を被覆する第二樹脂層６に亀裂６ｃが生じた場合に、第
一樹脂層５と第二樹脂層６との間には分離層７（空気層）が形成されていることから、第
二樹脂層６は第一樹脂層５に対して相対移動することができ、自然に収縮することができ
る。その結果、第一樹脂層５は、亀裂６ｃから視認可能な状態となる。
【００５１】
　最後に、本発明の他の実施形態に係るボルトナットキャップ１について説明する。ここ
で、図５は、本発明の他の実施形態に係るボルトナットキャップを示す断面図であり、（
ａ）は第四実施形態、（ｂ）は第五実施形態、（ｃ）は第六実施形態、（ｄ）は第七実施
形態、（ｅ）は第八実施形態、（ｆ）は第九実施形態、を示している。なお、各図におい
て、上述した第一実施形態に係るボルトナットキャップ１と同じ構成部品については、同
じ符号を付して重複した説明を省略する。
【００５２】
　図５（ａ）～（ｄ）に示した第四実施形態～第七実施形態は、第一樹脂層５を形成する
範囲を変更したものである。図５（ａ）に示した第四実施形態に係るボルトナットキャッ
プ１は、第一樹脂層５を本体部１２の頭部１２ａ（すなわち、ナット３から突出したボル
ト２のネジ部）を被服する範囲に形成したものである。図５（ｂ）に示した第五実施形態
は、第一樹脂層５を本体部１２の頭部１２ａ及び胴部１２ｂの全体を被覆する範囲に形成
したものである。図５（ｃ）に示した第六実施形態は、第一樹脂層５を本体部１２の頭部
１２ａ～スカート部１２ｃを被覆する範囲に形成したものである。図５（ｄ）に示した第
七実施形態は、第一樹脂層５を本体部１２及び鍔部１３の全体を被覆する範囲に形成した
ものである。
【００５３】
　このように第一樹脂層５を形成する範囲は、ボルトナットキャップ１の使用環境や過去
の劣化状況等に基づいて適宜変更することができる。特に、図５（ｄ）に示した第七実施
形態に係るボルトナットキャップ１では、鍔部１３の外周部まで第一樹脂層５が形成され
ていることから、ボルトナットキャップ１が浮き上がったり、鍔部１３の外周部が反り上
がったりした場合に、鍔部１３の外周部から第一樹脂層５を視認することができ、亀裂や
ひび割れ以外の劣化状況を識別することもできる。
【００５４】
　なお、図５（ａ）～（ｄ）に示した第四実施形態～第七実施形態では、上述した第一実
施形態に係るボルトナットキャップ１に基づいた場合を図示しているが、第二実施形態や
第三実施形態に係るボルトナットキャップ１にも適用することができる。
【００５５】
　図５（ｅ）及び（ｆ）に示した第八実施形態及び第九実施形態は、ボルトナットキャッ
プ１の形状を変更したものである。図５（ｅ）に示した第八実施形態に係るボルトナット
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キャップ１は、鍔部１３を有しないものである。図５（ｆ）に示した第九実施形態に係る
ボルトナットキャップ１は、頭部１２ａを有しないものである。このように、ボルトナッ
トキャップ１の形状が変更になった場合であっても、任意の範囲に第一樹脂層５を形成す
ることができる。なお、第九実施形態に示したボルトナットキャップ１は、ボルト２の頭
部を被覆する場合に使用される。
【００５６】
　上述した第一実施形態～第九実施形態に係るボルトナットキャップ１は、構造物のボル
トナット結合部の全てに使用してもよいし、数百～数千に一つの割合で使用して周囲に取
り付けられたボルトナットキャップの指標体として使用してもよい。
【００５７】
　本発明は上述した実施形態に限定されず、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々変更が
可能であることは勿論である。
【符号の説明】
【００５８】
１　ボルトナットキャップ
２　ボルト
３　ナット
３ｓ　肩部
４　接合面
５　第一樹脂層
５ｅ　縁部
５ｐ　溶融池
６　第二樹脂層
６ｃ　亀裂
６ｐ　溶融池
７　分離層
７ｐ　溶融池
８　金型
１１　凹部
１２　本体部
１２ａ　頭部
１２ｂ　胴部
１２ｃ　スカート部
１３　鍔部
 
 
【要約】
【課題】ボルトナットキャップの劣化状況を外部から容易に把握することができる、ボル
トナットキャップを提供する。
【解決手段】ボルト２及びナット３を使用した結合部の接合面４から突出した部分を被覆
するボルトナットキャップ１であって、ボルト２及びナット３の外表面の一部を被覆可能
な第一樹脂層５と、第一樹脂層５を被覆するとともにボルト２及びナット３の外表面の全
体を被覆可能な第二樹脂層６と、を有し、第一樹脂層５は、第二樹脂層６と異なる色彩を
有することを特徴とし、さらに、第一樹脂層５と第二樹脂層６との間に、第一樹脂層５に
対して第二樹脂層６を相対移動可能に保持する分離層７を有している。
【選択図】図１
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【図１】
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【図２】
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【図３】
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【図４】
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【図５】
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